
沖縄県中部土木事務所 令和６年10月22日(火)

No

5 動産総合保険については、一般的な保険（地震、
津波等による損害、ソフトウェアが対象外）を付
保することでよろしいでしょうか。

多機能電話機に係る標準的な保険（甲の故意または重大
な過失を除く事由による損害を対象とした保険）の付保
をお願い致します。
（〈例〉火災、盗難、台風、風水害、雷害、害虫など
（例示であり、記載以外の項目を除外するものではあり
ません。））

2 入札書の封筒について、記載事項の指定はござい
ますでしょうか。
また、封印は必要でしょうか。
（代理人入札においての封印は代理人印でよろし
いでしょうか。）

入札書の封筒について、記載事項の指定は特にありませ
ん。
封印も不要です。
なお、事業者名が分かるよう、貴社の封筒をご使用いた
だけますと幸いです。

3 機器の取り外し作業についても設置及び設定作業（乙の
作業対象）に含まれますので、当該作業も積算に含めて
お見積りください。

＜参考＞
現在設置されている電話機は「ネットコミュニティシス
テムαNXⅡ（西日本電信電話株式会社）」です。

契約書案に「解約及び取替等により、乙（賃貸
人）が物件を引き取るために要する費用は乙（賃
貸人）の負担とする。」と記載がございますが、
機器の取り外し作業は沖縄県土木事務所様にて実
施されるという認識でよろしいでしょうか。

4 リース会社の責によらない原因で納品遅延が発生
した場合、沖縄県中部土木事務所様と納品業者の
間で直接解決いただき、リース会社は指名停止等
のペナルティを受けることはないと理解してよろ
しいでしょうか。

リース会社の責によらない原因であれば、原則として指
名停止等のペナルティはありません。
ただし、契約書（案）第12条第３号第３項「乙が本契約
を履行することができないと明らかに認められると
き。」に該当する場合は、当該契約を解除する場合があ
ります。

多機能電話機賃貸借契約(R6-2)

質問内容 回答

1 構内ケーブル（主装置～電話機間）は流用想定で
よろしいでしょうか。

劣化等による不具合を生じる恐れがあることから、構内
ケーブル（主装置～電話機間）についても積算に含めて
お見積りください。

質問回答


